
○愛媛県告示第62号 

 愛媛県建設工事請負業者選定要領（昭和39年７月愛媛県告示第607号）の一部を次のように改正し、令和８年２月１日から施行する。 

  令和８年１月30日 

                                            愛媛県知事 中 村 時 広      

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改   正   後 改   正   前 

（業者の格付け） （業者の格付け） 

第３条 格付けは、次に掲げる要件の全てを満たす者で建設工事入

札参加資格審査申請書（様式第１号）を提出したものについて行

うものとする。 

第３条 格付けは、次に掲げる要件の全てを満たす者で建設工事入

札参加資格審査申請書（様式第１号）を提出したものについて行

うものとする。 

 (１)  所得税又は法人税並びに特別法人事業税（本県分に限る。以

下同じ。）及び地方法人特別税（本県分に限る。以下同じ。）

並びに消費税（これらのうち国税通則法（昭和 37年法律第66

号）第46条第１項若しくは第２項の規定による納税の猶予（以

下「納税の猶予」という。）又は地方税法（昭和25年法律第

226号）第15条第１項の規定による徴収の猶予（以下「徴収の

猶予 」という。）を受けたものを除く。）について未納がな

いこと。 

 (１)  所得税又は法人税並びに特別法人事業税（本県分に限る。以

下同じ。）及び地方法人特別税（本県分に限る。以下同じ。）

並びに消費税（これらのうち国税通則法（昭和 37年法律第66

号）第46条第１項若しくは第２項の規定による納税の猶予    

             又は地方税法（昭和25年法律第

226号）第15条第１項の規定による徴収の猶予（以下「納税の

猶予等」という。）を受けたものを除く。）について未納がな

いこと。 

 (２)  県税全税目（徴収の猶予 を受けたものを除く。）について

未納がないこと。 

 (２)  県税全税目（納税の猶予等を受けたものを除く。）について

未納がないこと。 

 (３) ・ (４)  省略  (３) ・ (４)  省略 

２・３ 省略 ２・３ 省略 

（建設工事入札参加資格審査申請書等） （建設工事入札参加資格審査申請書等） 

第４条 前条第１項の申請書は、次に掲げる書類を添付し、随時、

知事に提出することができる。ただし、別に定める期間内に提出

するよう努めるものとする。 

第４条 前条第１項の申請書は、次に掲げる書類を添付し、随時、

知事に提出することができる。ただし、別に定める期間内に提出

するよう努めるものとする。 



(１) 省略 (１) 省略 

(２) 所得税又は法人税並びに消費税及び地方消費税（これらのう

ち納税の猶予 を受けたものを除く。）について未納がない旨

の証明書 

(２) 所得税又は法人税並びに消費税及び地方消費税（これらのう

ち納税の猶予等を受けたものを除く。）について未納がない旨

の証明書 

(３) 県税全税目（個人の県民税及び地方消費税を除く。）並びに

特別法人事業税及び地方法人特別税（これらのうち徴収の猶予 

 を受けたものを除く。）について未納がない旨の証明書（知

事が保有している当該書類により確認すべき事項に係る情報を

前条第１項の申請書の審査のために利用することについて申請

者の同意がある場合を除く。） 

(３) 県税全税目（        地方消費税を除く。）並びに

特別法人事業税及び地方法人特別税（これらのうち納税の猶予

等を受けたものを除く。）について未納がない旨の証明書                                      

                               

                                

                

(４) 個人の県民税（徴収の猶予を受けたものを除く。）について

未納がない旨の証明書 

 

(５) 省略 (４) 省略 

(６) 省略 (５) 省略 

(７) 省略 (６) 省略 

２ 省略 ２ 省略 

３ 第１項第２号から第４号までに規定する税のうち納税の猶予又

は徴収の猶予を受けたものがある者にあつては、同項に掲げる書

類のほか、当該納税の猶予又は徴収の猶予の許可を受けた通知書

の写し等を添付しなければならない。 

３ 第１項第２号及び第３号  に規定する税のうち納税の猶予等    

      を受けたものがある者にあつては、同項に掲げる書

類のほか、当該納税の猶予等      の許可を受けた通知書

の写し等を添付しなければならない。 

４ 前条第１項の申請書            提出後、次の各

号（本県に主たる営業所を有する業者にあつては、第１号から第

４号までに限る。）に掲げる事項について変更が生じたとき、又

は本県に主たる営業所を有しない業者が建設業法第29条若しくは

第29条の２第１項の規定により許可を取り消されたときは、建設

工事入札参加資格審査申請書変更届出書（様式第２号）を知事に

４ 前条第１項の建設工事入札参加資格審査申請書提出後、次の各

号（本県に主たる営業所を有する業者にあつては、第１号から第

６号までに限る。）に掲げる事項について変更が生じたとき、又

は本県に主たる営業所を有しない業者が建設業法第29条若しくは

第29条の２第１項の規定により許可を取り消されたときは、建設

工事入札参加資格審査申請書変更届出書（様式第２号）を知事に



提出しなければならない。 提出しなければならない。 

 (１)～ (３) 省略  (１)～(３) 省略 

  (４) 資本金額 

 (４) 省略  (５) 省略 

  (６) 技術職員の氏名又は法令による免許等 

 (５) 省略  (７) 省略 

 (６) 建設業の許可番号         (８) 建設業の許可番号及び許可年月日 

５ 前項の届出書には、当該届出に係る事項についての変更後の第

１項第１号及び第７号に掲げる書類並びに第２項の建設業許可申

請書の写し（知事又は大臣の許可証明を添付したもの）を添付し

なければならない。 

５ 前項の届出書には、当該届出に係る事項についての変更後の第

１項第１号及び第６号に掲げる書類並びに第２項の建設業許可申

請書の写し（知事又は大臣の許可証明を添付したもの）を添付し

なければならない。 

 


